
議 案 第 ６ ４ 号

亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

         令 和 ７ 年 ８ 月 ２ ９ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別 紙

亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。



亀山市条例第   号 

 

亀山市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 

亀山市農業集落排水処理施設条例（平成１７年亀山市条例第１２４号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

（２） 改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加え

る。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）～（５） ［略］ （１）～（５） ［略］ 

（６） 使用月 亀山市公共下水道条

例（平成１７年亀山市条例第１３１

号。以下「公共下水道条例」とい

う。）第３条第１４号に規定する使

用月をいう。 

［号を加える。］ 

（排水設備工事の施行） （排水設備工事の施行） 

第８条 排水設備の新設等の工事の施行

は、公共下水道条例第８条第１項に規

定する指定工事店でなければしてはな

第８条 排水設備の新設等の工事の施行

は、亀山市公共下水道条例（平成１７

年亀山市条例第１３１号）第８条第１



らない。ただし、災害その他非常の場

合において、市長が他の市町村長又は

地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第７条の規定により置かれ

た農業集落排水事業の管理者（以下「 

他の市町村長等」という。）の指定を

受けた者に工事を行わせる必要がある

と認めるときに、他の市町村長等の指

定を受けた者が行う工事は、この限り

でない。 

項に規定する指定工事店でなければし

てはならない。 

２及び３ ［略］ ２及び３ ［略］ 

（使用料の徴収） （使用料） 

第１１条 市長は、処理施設の使用につ

いて、使用者から使用料を徴収する。 

第１１条 使用者は、別表第２に定める

基本料金と人数割料金との合計額（そ

の額に１０円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。）の使用料を

納付しなければならない。 

２ 使用料は、毎使用月にその使用月に

おける処理施設の使用について、納入

通知書、口座振替又は地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３１条の

２の３第１項に規定する指定納付受託

者による納付の方法により徴収する。 

２ 使用料は、納入通知書、口座振替又

は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３１条の２の３第１項に規定

する指定納付受託者による納付の方法

により、毎月徴収する。 

（使用料の算定方法） （特別な場合における人数割料金の算

定） 

第１２条 使用料の額は、毎使用月にお 

いて使用者が排除した汚水の量に応じ、 

別表第２に定める基本使用料金と従量

使用料金との合計額とする。 

第１２条 ［項を加える。］ 



２ 使用者が排除した汚水の量の算定は、 

公共下水道条例第２５条第２項の規定

を準用する。この場合において、同項

中「公共下水道」とあるのは、「処理

施設」と読み替えるものとする。 

［項を加える。］ 

３ 使用者が使用月の中途において処理

施設の使用を開始し、休止し、若しく

は廃止し、又は現に休止しているその

使用を再開した場合における別表第２

に定める基本使用料金の算定について

は、次のとおりとする。 

使用者が月の中途において処理施設

の使用を開始し、休止し、若しくは廃

止し、又は現に休止しているその使用

を再開した場合における人数割料金の

算定については、次のとおりとする。 

（１）及び（２） ［略］  （１）及び（２） ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

別表第１田村地区浄化センターの項を削る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１２条関係） 

基本使用料金 従量使用料金 

汚水の量 料金 汚水の量 
料金（１立方メ

ートルにつき） 

５立方メ

ートルま

で 

１，１００

円 

５立方メートルを超え１０立方メートルま

で 

２２円 

１０立方メートルを超え２０立方メートル

まで 

１６５円 

２０立方メートルを超え３０立方メートル

まで 

１８７円 

  ３０立方メートルを超え５０立方メートル

まで 

２１４円 

  ５０立方メートルを超え１００立方メート

ルまで 

２４７円 

  １００立方メートルを超え５００立方メー

トルまで 

２８６円 

  ５００立方メートルを超えるもの ３２４円 

別表第３田村地区浄化センターの処理区域に属する区域の項を削る。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、公布

の日から施行する。 

（使用料算定方法の特例） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き処理施設を使用し

ている場合の使用料は、汚水の量の算定期間が施行日前後にまたがる期間（以下「対

象期間」という。）の使用に限り、その算定の基礎となる汚水の量が当該対象期間の

各日に均等であったものとみなし、当該汚水の量を当該対象期間の日数で除したもの

に施行日から施行日以後最初の使用水量の測定の日までの日数を乗じたものを当該汚

水の量として算定する。この場合において、基本使用料金は、施行日に使用を開始し

たものとみなして改正後の第１２条第３項の規定を適用して算定する。 


